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第１章 プランの策定 

 
１ プランの枠組み 

  京都市では、これまで「健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラン」、「京都市口腔保健

推進実施計画「歯ッピー・スマイル京都」」及び「健康長寿のまち・京都食育推進プラン」

に基づき、笑顔でいきいきと健やかに暮らせる「健康長寿のまち・京都」の実現に向け、

市民の皆様の健康づくりの取組を推進してまいりました。 
  人生１００年時代を見据え、市民の健康づくりへの意識が高まり、健康寿命を大切に

する考え方が浸透する中、市民の皆様に分かりやすく、より効果的に健康づくりの取組

を推進していくため、とりわけ相互に関連性の強い「運動」「口腔」「栄養」の取組をつ

なげ、健康づくりに必要な要素を“合わせて”取り組んでいくため、「京都市 健康長

寿・口腔保健・食育推進プラン」として、健康づくりに関する３つの計画を一体的に策

定いたしました。 
  「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」では、市民の皆様が主体的に日々

の健康づくりに取り組んでいただき、それを支える社会環境づくりを本市や関係機関・

団体等が協働して取り組むことによって、本市の健康づくりをこれまで以上に力強く推

進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 計画期間 

  １２年間（令和６年４月～令和１８年３月） 

※ 令和１１年度（６年目）に中間評価を行う。 

 
 
 
 
 

 
京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン 

 
生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防や重症化予防 
市民の健康づくりを支える環境づくり 

（旧）健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラン 

 
 
口腔機能の育成・低下予防 
むし歯・歯周病予防 
かかりつけ歯科での定期的な歯科健診 

京都市口腔保健推進実施計画 
「歯ッピー・スマイル京都」  

  健康的な       食の安全安心 
食生活の実践     地産地消 

  食文化の普及     環境にやさしい食育 

京都市食育推進計画 
 

R6 ・・・ R11 ・・・ R17
中間見直し

京都市口腔保健推進
行動指針

「歯ッピー・スマイ
ル京都」

健康長寿・口腔保健・食育推進プラン
（京都市口腔保健推進実施計画「歯ッピー・スマイル京都」）

（京都市食育推進計画）

健康長寿・笑顔のまち・
京都推進プラン

京都市口腔保健推進実施計画
「歯ッピー・スマイル京都」

健康長寿のまち・京都
食育推進プラン

京都市民
健康づくりプラン

第１期（～R11） 第２期（R12～）
H28 H29 H30 ・・・ R5
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３ 計画の位置づけ 

  本市では、「京都市基本構想（グランドビジョン）」（２００１年から２５年間）の具体

化のため、全市的観点から取り組む主要な政策を示す「京都市基本計画」を、区の独自

性、地域の視点から「各区基本計画」をそれぞれ策定し、取り組んでいます。 

  「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」は、「京都市基本構想（グランドビ

ジョン）」、「京都市基本計画」の分野別計画として策定し、健康づくりに関連する各計画

等と連携を図ってまいります。また、全体を健康増進法第８条第２項に規定する市町村

健康増進計画に位置付けるとともに、口腔保健分野を、歯科口腔保健の推進に関する法

律に基づく基本的事項に規定する地域の実情に応じた施策を実施するための推進計画、

食育分野を、食育基本法第１８条に規定される市町村食育推進計画に位置付けます。 

 

  
  

京都市基本構想 

京都市基本計画 各区基本計画 

京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン 

○ 連携する主な分野別計画 
・ 第７期京都市民長寿すこやかプラン（２０１８～２０２０年度） 
・ 京（みやこ）地域福祉推進指針（２０１５～２０１９年度） 
・ きょう いのち ほっとプラン 京都市自殺総合対策推進計画〔改定〕 

（２０１７～２０２１年度） 
・ 「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン」（２０１８～２０２３年度） 
・ 京都市文化芸術都市創生計画（２０１７～２０２６年度） 
・ 「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画（改訂版） 

（２０１２～２０２０年度） 
・ 京都市市民スポーツ振興計画改定版（スポーツの絆が生きるまち推進プラン） 
  （２０１１～２０２０年度） 
・ 京都市地域コミュニティ活性化推進計画（改訂版）（２０１２～２０２０年度） 
・ 第２期京都市市民参加推進計画（改訂版）（２０１６～２０２０年度） 
・ 京都市未来こどもはぐくみプラン（２０１５～２０１９年度） 
・ 「歩くまち・京都」総合交通戦略（２００９年度～） 
・ 京都市緑の基本計画（２００９～２０２５年度） 
・ 京都市環境基本計画（２０１６～２０２５年度） 

京都市口腔保健推進実施計画「歯ッピー・スマイル京都」  

京都市食育推進計画 

健康増進法 

健康日本２１ 

歯科口腔保健の 
推進に関する法律 

歯科口腔保健の 
推進に関する 
基本的事項 

食育基本法 

食育推進基本計画 

京都市 国等 

★ 現行プランの転記 
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第２章 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症は、令和２年１月に国内で最初の感染者が確認されて以降、

複数回の感染拡大を繰り返し、感染拡大防止に向けた対応が長期化しました。その間、社

会経済活動が制限される緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出もあり、外出自粛や

３密（密閉・密集・密接）の回避等により、人々の生活意識・行動に大きな影響が生じま

した。 
一方、文化庁が京都に移転し、京都の暮らしに根付く豊かな生活文化の価値が再確認さ

れ、その魅力が発信されており、京都らしい暮らしの文化を健康づくりに更に活かす好機

ともなっています。 
このような情勢もある中で、本市における健康づくりの現状と課題について、「健康寿命」

と「人や社会とのつながり」の２つの視点から、確認します。 
 
１ 健康寿命の延伸 

男女とも健康寿命は３年前（Ｈ２８－Ｒ１）と比較して、延伸しているものの、平均寿

命と健康寿命の差を比較すると、男性は近づいていますが、女性は広がっています。 
平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味し、平均寿

命と健康寿命の差を縮めることで、笑顔でいきいきとした暮らしにつながります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 平均寿命は全国の数値（市区町村別の平均寿命は５年ごとの公表となり比較に適

さないため。） 

差 9.43 

差 14.32 

差 8.4 

差 14.55 

（健康寿命の算出方法） 
・ ３年に１度実施される国民生活基礎調査（大規模調査）において、「あなたは現在、健康上の

問題で日常生活に何か影響がありますか」という問いに対し、「ない」と回答した者の割合から

算出。 
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健康寿命の延伸に向けては、一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組み、健康状態

の改善を図ることが必要であり、そのためには「栄養・食生活」「身体活動・運動」「休

養・睡眠」「飲酒」「喫煙」「歯・口腔の健康」という生活習慣の改善等により、生活習慣

病の危険因子（リスクファクター）を低減することが重要となります。また、胎児期から

高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり（ライフコースアプローチ）

の観点も念頭に置く必要があります。これらの内容を踏まえ、京都市民の健康づくりの

現状を確認します。 
 
 
 
 “生活習慣”に関係するもの 
 

栄養・食生活 

●肥満に該当する男性の割合は、４０歳代以降高くなる。 

（４０歳代３１．９％、５０歳代２４．７％、６０歳代３１．７％） 

●やせに該当する女性の割合は、若年女性において高い傾向 

（２０歳代２１．７％、３０歳代１７．５％） 

【令和５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 

身体活動・ 
運動 

●定期的な運動（週２回以上）を行っている人の割合は、 

男女とも２５～４４歳の年齢層が他の年齢層より低い傾向 

 （男性２５．４％、女性２３．１％） 

【令和５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】  

休養・睡眠 
●２３．６％の市民が、睡眠で休養をとれていないと感じており、

経年で大きな変化はない。 
【令和５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】  

飲酒 

●成人男性の１７．５％、成人女性の１６．５％が、生活習慣病

のリスクを高める量の飲酒をしており、経年で増加している。 
 

【令和５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート 】 

喫煙 
●成人男性の２１．２％、成人女性の６．２％が、喫煙をしてい

る。 
【令和４年度 国民生活基礎調査】 

歯・口腔の 
健康 

●２０歳以上の２８．３％が未処置のむし歯を有する。 
【令和４年度 京都市歯科健診事業集計データ】 

●４０歳以上の５５．８％が歯周炎を有し、経年で増加傾向であ

る。 
【令和４年度 京都市歯科健診事業集計データ】 

      
  

二次元 
コード 

詳細についてはこちら→ 

資料５－２へ 
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 “生活習慣病”に関係するもの 
 

がん 

●主要死因の第一位、標準化死亡比では、がん総数及び肺がん、

肝がんによる死亡は全国と比較して高い。 
  【令和４年版 京都市衛生年報】 

【厚生労働省 人口動態統計 平成２９～令和３年】 

循環器病 

●循環器病の危険因子である高血圧について、京都市国保特定健

診（４０～７４歳）では有病者が男性５５．６％、女性４１．

９％で、加齢とともに増加している。脂質（ＬＤＬコレステロ

ール）高値（１６０mg/dl 以上）の者は京都市国保特定健診（４

０～７４歳）では男性９．３％、女性１２．８％で、経年で大

きな変化はない。 
【令和３年度 京都市国保特定健康診査結果】 

糖尿病 

●京都市国保特定健診（４０～７４歳）では糖尿病有病者＋予備

群は男性で２７．８％であり、およそ４人に１人が該当し、経

年で微増している。女性では１９．２％でおよそ５人に１人が

該当し、経年で大きな変化はない。 
【令和３年度 京都市国保特定健康診査結果】 

ＣＯＰＤ 
（慢性閉塞性肺疾患） 

●男性の６２．９％、女性の５３．９％がＣＯＰＤという言葉や

意味を知らず、経年で大きな変化はない。 
【令和５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】  

 
 
 
 “ライフコース”に関係するもの 
 

子ども 

●児童（１０歳、小学５年生）における肥満児傾向の割合は、  

１０．１５％であり、経年で増加している。 
【令和４年度「京都市立幼稚園・学校」幼児・児童・生徒定期健康診断集計】 

●京都市立の小学生男子の８．８％、小学生女子の１４．８％が

１週間の総運動時間が「６０分未満」である。 
【令和４年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査】 

●むし歯予防のための家庭用フッ化物を使用している１歳６か

月児は５５．６％である。 
【令和４年度 京都市幼児健康診査結果】 

 
 

二次元 
コード 

詳細についてはこちら→ 

二次元 
コード 

詳細についてはこちら→ 

資料５－２へ 

資料５－２へ 
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子ども 
●フッ化物歯面塗布を経験している３歳児（３歳での京都市フッ

化物歯面塗布事業の受診票利用者率）は５２．５％である。 
【令和４年度 京都市フッ化物歯面塗布事業実績】 

高齢期 

●要支援・要介護認定者は年々増加し、要支援・要介護認定率は

２４．２７％で、全国平均と比較し高い。 
【本市算定（令和４年１２月末）】 

●高齢者（６５歳以上）の男性の１８．９％、女性の２５．１％

が低栄養傾向であり、経年で大きな変化はない。 
●８０歳（７５～８４歳）で２０本以上の自分の歯を有する市民

の割合は横ばいである。 
【令和４年度 京都市歯科健診事業集計データ】 

健（検）診 

●胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん検診において、

全国平均と比較して受診率が低い。 
【令和４年 国民生活基礎調査】 

●京都市国保における特定健診受診率が政令市平均に比べて低

い。 
【令和３年度 京都市国保特定健康診査結果】 

●２０歳以上で過去１年間に歯科健診を受けている市民の割合

はやや減少している。 
【令和５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】  

 
 
 上記の課題のほか、健康づくりに関心が薄かったり、関心があっても取組に至っていな

い無（低）関心層も一定数存在していることから、こうした方々に健康づくりに関心を持

っていただくことも必要です。 
 
 ● 健康についての関心 

回答 令和３年度 令和５年度 

ある ８２.０％ ８１.６％ 

ない ３.２％ ３.１％ 
どちらともいえない １３.８％ １５.０％ 
無回答・無効 １.０％ ０.４％ 

【令和３・５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 
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２ 人や社会とのつながり 
健康づくりにおいて、例えば、地域活動へ参加するなど、地域で役割を果たすことが有

効であることが、研究結果でも示されています。 
一方で、社会経済情勢が変化する中にあって、人と人との交流機会が減少してきたこ

とに加え、コロナ禍においては、回復の傾向が見られるものの、様々な社会参加が控えら

れている状況が伺えます。令和５年度の健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート

において、コロナ禍で控えていること（社会参加）をお伺いしたところ、地域の集まりや

活動などの社会参加のうち、「地蔵盆など地域の行事」が３１．３％と最も高く、次いで、

「自治会・町内会」が２０．５％となっています。 
 

 ● コロナ禍で控えていること（社会参加） 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【令和３・５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 

 
生活習慣の変化等の影響を受け、様々な社会活動が停滞し、人や社会とのつながりが希

薄化している可能性があります。こうした状況を踏まえ、京都市民の社会活動における現

状を確認します。 
  

31.3%

20.5%

9.7%

8.0%

7.8%

7.0%

5.7%

4.4%

3.9%

2.7%

34.5%

23.3%

13.2%

8.2%

12.1%

10.1%

7.3%

7.1%

6.6%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40%

地蔵盆など地域の行事

自治会・町内会

趣味の会

その他

スポーツの会（スポーツ少年団や運動クラブを含む）

ボランティア活動

すこやかクラブ（老人クラブ）

ＰＴＡ活動

子育てサークル

シルバー人材センター

R5

R3

≪複数回答≫
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“社会活動”に関係するもの 

 
 ● 社会活動への参加（自治会・町内会、地域の行事、ボランティア等） 
   令和３年度と比較して、参加する方の割合が増加している一方で、コロナ禍以前か

ら参加していない方、コロナを理由に参加していない方が一定数いる。 
回答 令和３年度 令和５年度 

参加している １９.６％ ３０.１％ 

コロナ禍になる前から参加していない ５９.８％ ５７.４％ 
コロナ禍だから参加していない １５.７％ ９.１％ 
無回答・無効 ４.９％ ３.４％ 

【令和３・５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 
 
● 家族や友人との食事 

  令和３年度と比較して、家族や友人と食事をする方の割合が増加している一方で、

コロナ禍以前から食事をしていない方、コロナを理由に食事をしていない方が一定数

いる。 
回答 令和３年度 令和５年度 

している ７２.３％ ７９.１％ 

していない １６.３％ １６.５％ 
コロナ禍だから、今はしていない ９.３％ １.９％ 
無回答・無効 ２.２％ ２.５％ 

【令和３・５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 
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第３章 これまでの取組状況 

「健康長寿のまち・京都」の実現には、全庁を挙げた市民ぐるみの健康づくりの取組を

一層推進する必要があることから、平成２７年６月に、副市長を本部長とする「健康長寿

のまち・京都庁内推進本部」を設置し、各局区等における様々な事業に健康づくりを融合

した取組を推進するとともに、平成２８年５月には、市民団体、関係機関、民間企業等の

参画の下、「健康長寿のまち・京都市民会議」を発足し、オール京都で様々な取組を展開し

てきました。 
 また、各区・支所においては、平成２９年度の「保健福祉センター」の設置を契機とし

て、地域の健康課題を把握のうえ、地域密着型の健康づくりに関する事業を実施してきた

ところです。 

 ここからは、健康づくりに関する３つの計画に沿って、主な取組を振り返ります。 

 

１ 健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラン【平成 30 年度～令和５年度】 

  「健康長寿のまち・京都市民会議」の発足など、健康づくりに関する機運の高まりを

受けて、「健康長寿のまち・京都」の実現を基本理念とした、「健康長寿・笑顔のまち・

京都推進プラン」を策定し、京都ならではの地域力・文化力の強みを活かした健康づく

りを市民ぐるみで推進してきました。 
平成 30 年度～ 

 

 

 

 

 

 

令和元年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「健康長寿のまち・京都いきいきアワード」創設 

 → 健康寿命延伸に繋がる活動に取り組む個人又は団体を表彰 

○ かかりつけ医を通じたがん検診の受診勧奨開始 

→ 本市がん検診の指定医療機関で、ポスター掲示による受診勧奨 

○ 京都市国保の糖尿病重症化予防の取組の拡充 

→ これまで行ってきた未受診者への受診勧奨に加えて、治療中断者への

受診勧奨と治療中ハイリスク者への保健指導のモデル実施の開始 

○ 「フレイル対策モデル事業」開始 

 → 地域住民が介護予防に取り組む自主グループ等において、専門職が支

援する総合的なフレイル対策を開始 

○ 京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口の設置 

 → 令和２年４月からの改正健康増進法の全面施行を見据えて、令和元年

７月に市民や事業者からの受動喫煙防止対策に関する相談や問い合わせ

に対応する専用窓口を設置 

○ 地域における健康づくり事業の共通重点取組項目の設定 

 → 平成２９年度の「保健福祉センター」設置を契機として各区役所・支

所で実施している地域における健康づくり事業について、令和元年度か

ら①糖尿病発症予防に向けた取組②健康増進法に係る禁煙支援③健

（検）診の受診率向上に係る取組の３つの項目を共通重点項目として設

定 
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令和２年度～ 

 

 

令和３年度～ 

 

 

 

 

令和４年度～ 

○ 健康づくりに関するわかりやすい目標の設定 

 → 「京都らしい健康づくりの代表例」の６項目について、「歩数」や「野

菜摂取量」等の具体的な取組を目標として設定することとし、健康長寿

のまち・京都市民会議等でも議論を重ね、令和元年９月にイラストを交

えて代表例や目標を紹介する市民向けのリーフレットを作成 

○ 「統合データ分析事業」開始 

 → 医療・介護レセプト、特定健診、介護認定等の市民の健康に関する情

報を統合したビッグデータを分析する事業を開始 

○ ショートメッセージによるがん検診の個別受診勧奨の実施 

 → 過去に本市がん検診を受診された市民へ、ショートメッセージを送信

し、本市がん検診の個別受診勧奨を実施。令和３年度は乳がん検診で実

施し、令和４年度からは胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頚がん検診に

拡大 

○ 糖尿病発症予防に向けた取組での個別案内の活用 

 → 地域における健康づくり事業で、京都市国保特定健診データから糖尿

病予備群に該当する方を抽出し、健康教室への個別案内を行う取組を開

始 

○ 「健康長寿のまち・京都推進プロジェクト」の再編 

 → これまでの取組を踏まえつつ、健康・医療・介護に関するデータの 

  連携・活用等を促進することにより、新たなステージ「エビデンスに 

  基づく、市民・地域主体の健康行動の定着」に向け、再編 

○ 健康寿命の延伸に向けた市民ぐるみ運動のわかりやすいテーマ

の設定・普及 

 → 市民・地域主体の健康行動の定着を図るため、「歩く」をテーマに設定

し、「プラスせんぽ」をキャッチフレーズに取組を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和３年度に実施した京都市 健康づくり・食育アンケートにおいて、定期的な運

動を行っていない理由については、15～64 歳の市民で「時間が取れないから」「めん

どうだから」との回答が高い割合を占めていました。 

これらを踏まえ、運動の入口として取り組みやすいことや、運動の時間を確保しづ

らい現役世代でも、通勤や、昼休み、買い物等、あらゆる場面で気軽に取り入れやす

く、幅広い年齢層で展開できることから、「歩く」をテーマに市民ぐるみ運動を進め

ることとし、現状よりも１日の歩数 

を 1,000 歩増やすことから始めてい 

ただくため、「プラスせんぽ」のキャ 

ッチフレーズの普及に取り組んでい 
ます。 

＜プラスせんぽの目安はこのくらい＞ 約１０分 
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２ 京都市口腔保健推進実施計画「歯ッピー・スマイル京都」【平成 30 年度～令和５年度】 

「歯と口の健康増進」から「全身の健康増進」そして「健康寿命の延伸」を目指すた

め、「京都市口腔保健推進実施計画」に基づき、オーラルフレイル対策をはじめ、ライ

フステージ等に応じた取組を進めるとともに、障害のある方や要介護の高齢の方等の配

慮が必要な方の特性に応じた施策を総合的に推進してきました。 

平成 30 年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度～ 

 

 

 

 

 

 

令和４年度～  

○ 歯と口の健康づくり啓発の充実（口腔機能の育成と低下予防） 

 → 口腔機能やオーラルフレイル等の普及啓発（リーフレット「京都市お

口の体操」）や口腔機能の育成に関する普及啓発（リーフレット「歯ッピ

ー・スマイル for KIDS」）等 

○ 後期高齢者歯科健康診査「７５歳お口の健診」開始 

 → ７５歳の市民を対象に、指定医療機関で実施。口腔機能評価を含む歯

科健診及び歯科保健指導、オーラルフレイル対策や介護予防に関する情

報を提供 

○ 「歯科からの糖尿病重症化予防対策」開始 

 → 京都市国保の特定健診受診者のうち、糖尿病又は糖尿病が疑われる方

から対象年齢等で抽出した方を対象に、歯周疾患予防健診の無料クーポ

ン券を配布 

○ 「オーラルフレイル・フレイル対策推進事業」開始 

 → 京都市「お口の機能チェック票」の作成 

 → 地域の歯科専門職及び地域介護予防推進センター職員（介護予防事業 

  関係者）への口腔機能向上やオーラルフレイル対策に関する研修会等の

開催 

○ 「災害時歯科保健医療活動研修事業」の開始 

 → 災害発生時の歯科医療救護活動が十分に機能するよう研修会を実施 

○ 歯と口の健康づくり啓発の充実（コロナ禍の歯と口の健康） 

 → コロナ禍の歯と口の健康に関する啓発（市民しんぶん） 

→ 若年者への歯科受診の啓発（市内大学・短期大学、専門学校へのポス

ター配布のほか、「大学のまち京都・学生のまち京都」公式アプリ「KYO-

DENT」の活用による周知） 

○ 「障害児者出張歯科健診事業」開始 

 → 障害児者施設への出張歯科健診・歯科保健指導の実施 

○ 厚生労働省「歯科健康診査推進事業」の実証事業の実施 

 → 厚労省実証事業に協力し、集団健診会場での簡易な歯周病リスク検査

による歯科受診勧奨及び市国保特定健診データから抽出した対象者への

受診券個別送付による歯科受診勧奨を実施  
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３ 健康長寿のまち・京都食育推進プラン【平成２８年度～令和５年度】 

社会環境の変化やライフスタイルの多様化により、栄養の偏りや食習慣の乱れなど、

健康課題が多く生じていることから、「健康長寿のまち・京都食育推進プラン」に基づ

き、食育に関する意識の高まりにつながるよう、普及啓発等に取り組んできました。 

平成 28 年度～ 

 

 

 

 

 

平成 29 年度～ 

 

 

平成 30 年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度～ 

 

令和２年度～ 

○ 食育セミナー「京・食クッキング」の開催 

 → 「目指す姿」をテーマとした全市統一食育セミナーを各区役所・支所

で開催 

○ 「食の健康づくりハンドブック」を活用した事業所給食施設へ

の指導強化 

 → 働き盛り世代の食生活の一部を支える社員食堂への指導・支援 

○ 食育指導員活動支援補助金交付事業の開始（令和４年度から食

育活動委託事業に移行） 

 → 食育指導員の自主的な地域活動の支援を強化 

○ 「そうだ、野菜とろう！キャンペーン」の実施 

 → 大学・事業者・生産者等と連携した野菜摂取量の増加に向けた取組の

推進 

○ 食品表示講習会の開催・表示制度の市民啓発 

 → 市内事業者を対象に、令和２年４月の食品表示法完全施行に向け、 

法に基づく表示のルールについて講習会を開催 

   各区役所・支所で開催される食育セミナーでの表示制度に関する市民

啓発 

○ 「京都おいしい減塩プロジェクト」の実施 

 → 事業者・団体等と連携した減塩に向けた取組の推進 

○ オンラインを活用した食育の啓発 

 → ホームページへの動画掲載やオンライン講習会の開催を通じた、コロ

ナ禍における市民の食育の実践を支援 
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第４章 プランの構成 

健康づくりに関する各分野の取組のいずれもが必要であり、それらを合わせて進めてい

くことが重要です。そうした考え方を踏まえ、未来像、基本理念を定めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表例１ 歩くことを核とした健康づくり 

代表例２ 人や社会とつながる健康づくり 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

具
体
的
な
方
策 

柱１ 
京都ならではの地域力・文化力の強みを活かした健康づくり

の推進 

柱２ 
生活習慣に関する※正しい健康情報に基づく健康づくりの推

進         ※運動習慣、喫煙、飲酒、こころの健康など 
京都市口腔保健推進実施計画「歯ッピー・スマイル京都」 

柱３ 生涯を通じた歯と口の健康づくりの推進 

京都市食育推進計画 

柱４ 
みんな※の協働による食育活動を通じた健康づくりの推進 

※地域、行政、関係機関など 

取組方針２の推進に当たっては、４つの方策を設定し、京都市口腔保健推進実施計画「歯

ッピー・スマイル京都」と京都市食育推進計画を明確に位置付けます。 

未来像（みんなで実現していく京都の未来の姿） 

 笑顔でいきいきと健やかに暮らせる「健康長寿のまち・京都」 

基本理念（未来像を実現するための基本的な考え方） 

 市民一人ひとりが、「心身の健康を保つ」ことを意識し、「歯と口の健康づくり」

に取り組むとともに、「食」への関心を高め、それらを地域や人とのつながりの中で

進めていくことで、健康寿命の延伸につなげていく 

【取組方針１】市民が主役の健康づくり 

【取組方針２】市民の健康づくりを支える環境づくり 

市民の皆様に主体的に

取り組んでいただきた

いこと 

市民の皆さまに健康づ

くりを進めていただく

ために本市や関係機

関・団体等がその環境

づくりをどのように進

めていくのか 

具体的な目標 平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加 

健康寿命は、令和２２年までに平成２８年比で男女とも３年延伸することが国におい
て設定されており、本市としても、これを最終目標として延伸を目指しつつ、このプ
ランでは、平均寿命と健康寿命の差を縮めることを具体的な目標とする。 

＜基本理念を具体化する取組の原則＞ 
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第５章 【取組方針１】市民が主役の健康づくり 
 健康づくりは、市民の一人ひとりが自らの生活習慣を確認して、心身ともに良好な状態

を保つために主体的に行動していただき、健康状態を改善していただく必要があります。

また、人と人、人と社会のつながりは、心身の健康に良い影響を与えるため、健康づくり

にとって重要な要素となります。 
笑顔でいきいきと健やかに暮らせる「健康長寿のまち・京都」の実現に向け、京都市民

の健康づくりにおける現状と課題を踏まえて、大きく２つのことを軸として、市民の皆様

の健康づくりの参考となる代表例をとりまとめました。日々の健康づくりの参考としてい

ただき、市民が主役の健康づくりの輪を広げていただくよう、お願いいたします。 
 
 
 
【現状と課題】 １ 健康寿命の延伸 を踏まえて 
 
  
 
 
【現状と課題】 ２ 人や社会とのつながり を踏まえて 
 
 
 
 

 
 

代表例１ 歩くことを核とした健康づくり ・・・Ｐ● 

代表例２ 人や社会とつながる健康づくり ・・・Ｐ● 

資料５－３へ 
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代表例１、２を挿入 
（４ページ分） 
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第６章 【取組方針２】市民の健康づくりを支える環境づくり 
取組方針２では、取組方針１でお示しした健康づくりの代表例に取り組んでいただくた

めに、本市や関係機関・団体等がその環境づくりをどのように進めていくのか、というこ

とを記載しています。また、社会環境の変化等を踏まえ、各取組を進めていくにあたり、

新たに３つの視点を持ち、進めてまいります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらの視点のほか、各取組の検討に当たっては、誰一人取り残さない健康づくりのた

めに、健康無関心層・低関心層に向けた取組やライフステージや心身の状態に応じた健康

づくりを考えます。 

 
柱１ 京都ならではの地域力・文化力の強みを活かした健康づくりの推進 

 
１ 京都ならではの健康づくり                                

   京都には、京都ならではの誰もが気軽に健康づくりに取り組むことのできる環境が

あります。寺社仏閣など多くの文化遺産や四季折々の豊かな自然を歩いて楽しむこと

ができますし、「京の食文化」を通じて健康づくりを取り入れることもできます。また、

文化庁の京都移転で、さらなる多様な文化の掘り起しや磨き上げによる文化芸術の振

興が期待されます。京都の強みである地域コミュニティは、参画することが健康づく

りにつながり、地域では、自治会・町内会が行う行事や学区民体育祭が開かれている

ほか、民間団体や関係機関等が様々な健康づくり活動を展開されています。こうした、

京都ならではの暮らしを送ることで、人や社会とのつながりによる健康づくりの普及

に努めていきます。 
 
  ① 京都で育まれてきた健康づくりにつながる生活習慣の推進 

取組内容 

「市民が主役の健康づくり」代表例を活用した健康づくり 

健康長寿のまち・京都市民会議を中心とした市民ぐるみの健康づくり 

各取組の推進 

視点１
生活習慣の変化等を踏まえた

京都ならではの健康づくり
視点２

エビデンスに基づく

市民・地域主体の健康づくり
視点３

“合わせて”取り組む健康づくり

～「運動」「栄養・口腔」
「社会参加」～

　（背景）

　・　新しい生活様式の普及
　　→　フレイル・オーラルフレイルの

　　　　進行　等

　・　健診・検診受診率の低下

　　→　生活習慣病の早期発見の遅れ　等
　・　社会環境の変化

　　→　高齢化の進展、独居世帯の増加、

　　　　女性の社会進出　等

　（背景）

　・　デジタルトランスフォーメーション
　　　の加速

　　→　医療・介護情報の連携・活用、

　　　　ＰＨＲの活用促進、

　　　　オンラインの活用　等
　・　新しい生活様式の普及

　　→　「通いの場」の活動低下　等

　（背景）

　・　フレイル対策をはじめとする
　　　各取組のつながりの重要性の高まり

　　→　しっかりと食事をとるための

　　　　かむ力の維持　等
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取組内容 

地域コミュニティを通じた健康づくり 

京都の「文化・芸術」の中で取り組む健康づくり 

「歩くまち・京都」を楽しみながら取り組む健康づくり 

大人も子どもも健やかで心豊かに育つ「京都はぐくみ憲章」の実践推進を通して

取り組む健康づくり 

「京の食文化」の普及促進を通じた健康づくり 

「真のワーク・ライフ・バランス」と「人を大切にする京都ならではの働き方改

革」の推進を通した健康づくり 

京都発脱炭素ライフスタイルへの転換とともに取り組む健康づくり 

木の文化・森林と関わりながら取り組む健康づくり 

 
② 地域や民間団体における自主的な健康づくりの取組の推進 

取組内容 

スポーツ活動を通した健康づくりの推進 

市民・地域主体の健康づくり活動への支援 

保健協議会をはじめとする地域の各種団体の主体的な健康づくりの更なる活性化 

健康づくりの担い手として活動される市民ボランティアの育成と活動支援 

「区民ふれあい事業」や「区民提案・共汗型まちづくり支援事業」など各区役所・

支所の特色を活かした健康づくりの取組 

すこやかクラブ京都の活性化 

高齢者をはじめ市民向けボランティア講座の開催などによるボランティア活動の

参加の促進 

高齢者の生きがいや就労を支援するシルバー人材センター事業の推進 

地域支え合い活動創出コーディネーターの活動等を通じて創出された住民等によ

る高齢者の様々なニーズに応える生活支援サービスが提供される地域づくりの推

進 

健康づくりサポーター等との連携や健康遊具の利用など、健康づくりの場として

の公園の活用 

「プラスせんぽ」等の市民ぐるみ運動の分かりやすいテーマの普及推進 

民間アプリをはじめとする楽しみながら健康づくりに取り組める情報発信 

「通いの場」におけるフレイル予防・介護予防の拡充 
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  ③ 関係機関等との連携による健康づくりの取組の推進 

取組内容 

大学、民間企業、商業施設、関係団体等との協働による健康づくりの取組 

民間や大学と連携した医療・介護データ等のビッグデータの活用・分析による健

康づくりの取組に資する研究 

保健医療関係機関との連携によるＰＨＲ（Personal Health Record）利活用の普

及推進 

民間企業等と連携した働く世代の健康づくりの取組支援 

地域介護予防推進センター等における多職種連携によるフレイル（オーラルフレ

イル）予防・介護予防の推進 

関係機関のネットワークや講演会の開催等を通じた正しい知識の普及啓発活動の

推進 

感染症予防・対策の推進 

 
 ２ ライフステージや心身の状態に応じた健康づくり                      

   今の健康状態は、これまでからの生活に影響を受けている可能性や、次世代にまで

影響する可能性があるとされており、胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時

的に捉えた健康づくり（ライフコースアプローチ）が重要とされています。生涯にわ

たる健康づくりは胎児期（妊娠期）から意識することが必要であることから、ライフ

ステージに応じた健康づくりに取り組みます。 
   また、子ども、女性、妊産婦、高齢期、障害のある方など、心身の状態に応じて自

分に合った健康づくりに取り組めるよう、関係機関・団体等と連携して支援します。 
  ① ライフステージに応じた健康づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子ども・若者世代 働く・子育て世代 シニア・シルバー世代

運動習慣
幼少期からの運動習慣の

定着の推進

若い世代の身体活動・運動の

習慣化の取組
フレイル対策の推進

学校・教育機関における

「喫煙防止教育」の実施

飲酒
未成年者への飲酒が

心身に及ぼす悪影響に関する

普及啓発

こころ

むし歯や歯周病の発症予防 むし歯や歯周病の重症化予防
むし歯や歯周病の重症化予

防、歯の喪失防止

口腔機能の育成 口腔機能の維持向上
口腔機能の

低下予防・回復・維持向上

食育
保育・教育活動を通じた

食育の推進
家庭・地域との連携による食育の推進

ライフステージ

取
組
テ
ー

マ

喫煙

たばこの煙から身体を守るために必要な知識を提供

喫煙者に対する禁煙支援プログラムの提供による禁煙支援

アルコールによる健康影響に関する知識及び

適正飲酒の普及啓発

こころの健康問題に対する正しい知識の普及啓発

歯と口
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 ② 心身の状態に応じた健康づくり 
 取組内容 

子ども

の健康 

市立小中学校における持久力に焦点を置いた体力向上の取組 

親子や多世代で楽しめるスポーツ機会の拡充 
保健福祉センターにおける母子保健事業での普及啓発や保育園(所)、

地域の子育て機関との連携による幼少期からの健康習慣の定着の推進 
特定給食施設等への支援・指導 

保育・教育活動を通じた食育の推進 
子どもの歯と口の健康づくりに関する正しい知識の普及啓発 
乳幼児の歯と口の健康づくりの支援（歯科健診・相談の機会の提供やフ

ッ化物利用の推進など） 

女性

（妊産婦）

の健康 

 

プレママ・パパ教室等を通じた妊娠期の健康づくりの支援 

妊娠期から乳幼児向けの栄養教室、歯科健診・相談の実施 

喫煙による胎児、妊産婦及び家族への健康被害などの保健指導 

保健福祉センター・こころの健康増進センター、医療機関等における保

健指導等による飲酒防止の支援 

高齢期

の健康 

生活習慣病の重症化予防と介護予防の連携促進 

地域包括ケアシステムの深化・推進（認知症高齢者の支援や在宅医療・

介護連携の推進など、住み慣れた地域でできる限り暮らし続けられる

しくみづくりの推進） 

【再掲】地域介護予防推進センター等における多職種連携によるフレ

イル（オーラルフレイル）予防・介護予防の推進 

障害の

ある方

の健康 

文化芸術活動及び障害者スポーツの振興 

重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討 

障害のある方が、地域で自分に合った健康づくりに取り組めるよう社

会参加を支援する取組の推進 

施設職員などへの口腔ケアや口腔機能の向上などに関する知識や技術

の普及啓発 

こころ

の健康 

保健福祉センターやこころの健康増進センターにおける、こころの健

康に関する相談窓口の整備、こころの健康や悩みの相談に対する寄り

添い支援の充実 

生活、経済問題から生じるこころの問題に関する相談も受けられる体

制づくり 

スクールカウンセラー等による子どもや保護者、教職員への心理的な

支援や、勤労者のメンタルヘルスの推進、高齢者の社会参加への促進支

援 
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柱２ 
生活習慣に関する※正しい健康情報に基づく健康づくりの推進           

※運動習慣、喫煙、飲酒、こころの健康など 

 
１ エビデンスに基づく健康づくりの推進                           

  デジタル化が進んでいく社会において、健康づくりの分野においても、健康に関す

るデータを活用し、効果的に事業を展開していくことが、ますます重要となっていま

す。こうした状況を踏まえ、様々なデータを活用・分析することで、正しい健康情報を

発信し、市民の皆様にエビデンスに基づいた主体的な健康づくりに取り組んでいただ

ける環境を整えていきます。 

取組内容 

【再掲】市民・地域主体の健康づくり活動への支援 

【再掲】民間や大学と連携した医療・介護データ等のビッグデータの活用・分析に

よる健康づくりの取組に資する研究 

「運動」「栄養・口腔」「社会参加」の総合的な取組の普及によるフレイル対策の推

進 

健康に関する正しい情報を入手・活用できる環境整備と周知啓発 

 
２ 望ましい生活習慣の確立・改善                         
  運動習慣を持つこと、禁煙、節酒など生活習慣の改善を行うことが、生活習慣病を

予防し、健康寿命の延伸につながります。市民の皆様に望ましい生活習慣の重要性の

理解と関心を深めていただき、生涯を通じて生活習慣の確立・改善に取り組んでいた

だける環境を整えていきます。 

 

① 生涯を通じた運動習慣の確立                                        

取組内容 

大学等の関係機関、地域の関係団体と協働した若い世代の身体活動・運動の習慣

化の取組 

関係機関等と連携し、ロコモティブシンドローム予防に関する情報や運動の普及

啓発 

日常生活の中で気軽に継続して身体活動を増やすことができるウォーキングやス

トレッチなどの運動メニューの紹介 

高年齢者向け筋力トレーニングメニューの活用・情報発信 
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② 喫煙の防止                                          

取組内容 

ライフステージ別に、たばこ※によるＣＯＰＤを含めた健康被害に関する知識及び

喫煙防止の普及啓発 

喫煙者に対する禁煙支援プログラムの提供による禁煙支援 

保健医療機関・関係団体等と連携した学校・教育機関における「喫煙防止教育」の実施 

   ※ 紙巻たばこ、加熱式たばこ 等 

③ 望まない受動喫煙の防止                                        

取組内容 

施設・事業者に対する健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の制度周知 

飲食店等における受動喫煙防止対策の措置状況の監視・指導 

あらゆる場面での受動喫煙防止、妊産婦や子ども等特に配慮が必要な人の受動喫煙防止の取組  

 
④ 節度ある適正飲酒                                          

取組内容 

学校・教育機関との連携による未成年者への飲酒が心身に及ぼす悪影響に関する普及啓発 

アルコールによる健康影響に関する知識及び適正飲酒の普及啓発 

 
  「歯と口の健康」の取組は柱３に、「栄養・食生活」の取組は柱４に掲載しています。 
 
 ３ 生活習慣病の発症予防・重症化予防等を推進する環境づくり               

定期的に健康診査を受けることは、生活習慣病を予防するために健康状態を把握す

ること、生活習慣病の重症化を予防するために兆候の早期発見・治療することにつな

がります。 
引き続き、健診を受けることの重要性について、周知していくとともに、学校や職

場等での受診機会がない方等を対象とした各種健康診査の実施、かかりつけ医やかか

りつけ歯科医、かかりつけ薬剤師をもつことを推奨するなど、より多くの市民の皆様

が自分自身の健康状態を把握できる環境づくりに取り組みます。 
取組内容 

がん検診の受診率向上の取組 

がん予防の推進 

糖尿病重症化予防の取組 

生活習慣病予防のための食生活・運動の啓発 

生活機能維持・向上のための骨粗しょう症予防啓発 

学校や職場等での受診機会のない方への健康診査の実施 

生涯を通じた口腔健康管理の推進 

【再掲】民間企業等と連携した働く世代の健康づくりの取組支援 

避難（所）生活における健康保持の取組 
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４ 寄り添い支える、こころの健康づくりの推進                   

こころの健康を保つことは、健康づくりを進めていくうえで重要とされています。各

区役所・支所の保健福祉センターをはじめとした身近な相談支援体制を確保するとと

もにこころの健康増進センターや京都産業保健総合支援センター等の専門機関と連携

した取組を推進することで、こころの健康や悩みの相談に対する寄り添い支援を充実

するとともに、お互いが気づきあい、相談しやすい地域づくりを進めていきます。 
 

取組内容 

気づきと見守りの地域づくりの推進 

ストレスチェックとこころの健康対策の推進 
こころの健康問題に対する正しい知識の普及啓発 

学生等の若年層に向けソーシャルメディアを活用した相談機関の紹介等、生きる

ための情報発信 

うつ病等の精神疾患やアルコール問題、長時間労働等に関する勤労者のこころの

健康の保持・増進などについての正しい知識の普及とこころの病気の早期発見、

早期治療の推進 

【再掲】保健福祉センターやこころの健康増進センターにおける、こころの健康

に関する相談窓口の整備、こころの健康や悩みの相談に対する寄り添い支援の充

実 

【再掲】生活、経済問題から生じるこころの問題に関する相談も受けられる体制

づくり 

【再掲】スクールカウンセラー等による子どもや保護者、教職員への心理的な支

援や、勤労者のメンタルヘルスの推進、高齢者の社会参加への促進支援 

孤独・孤立や複雑・複合化した課題に包括的に相談対応する重層的な支援の推進 
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京都市口腔保健推進実施計画「歯ッピー・スマイル京都」 Ｐ●～● 

 
柱３ 生涯を通じた歯と口の健康づくりの推進 

 

１ 口腔分野における現状と課題 

● 市民すべて（ライフコース） 

  ・ ２０歳以上で過去１年間に歯科健診を受けている市民の割合がやや減少傾向で

ある。 

    

  

● 口腔の状況（口腔疾患、口腔機能、歯数） 

〇 むし歯 

・ ３歳でむし歯のない市民の割合は、前年度に対し増加している（令和２年度を

除く）が、３歳で４本以上のむし歯がある市民の割合は４％前後を推移している。 

    

 

 ・ むし歯予防処置であるフッ化物歯面塗布を受けたことがある市民の割合（本市

フッ化物歯面塗布事業の利用率）は５０％前後で推移している。 

    

出典：（市）市政総合アンケート、健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート 
   （国）国民健康・栄養調査（質問票）、歯科疾患実態調査［質問票］ 

出典：（市）３歳児健康診査、（国）地域保健・健康増進事業報告 

出典：（市）フッ化物歯面塗布事業受診票利用率 
（国）歯科疾患実態調査［質問票］ 

＜令和５年度調査（市）＞ 

・２０歳以上で過去１年間に歯科健診・歯科治療の少なくともいずれかを受けた市民の割合 ６７．６％ 

（「歯科健診のみ受けた」「歯科治療のみ受けた」「両方受けた」のいずれかを回答した割合） 

・コロナ禍だから、今は歯科健診・治療を受けていない 20 歳以上の市民の割合 7.1％ 

（市）コロナ禍の影響を受け、令和元年度以前に比較

し、令和２年度以降は約６か月受診時年齢が上昇 
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 ・ １２歳のむし歯のない市民の割合は増加しているが、２０歳以上で未処置の    

（治療が必要な）むし歯がある市民の割合は横ばいである。 

  

   

 

〇 歯周病（歯肉炎、歯周炎） 

   ・ ２０～３０歳代における歯肉に炎症所見を有する市民の割合は、やや減少傾

向であるが、４０歳以上で歯周炎を有する市民の割合は、増加傾向である。 

       

   

 

○ 歯の喪失 

 ・ ８０歳（７５～８４歳）で２０歯以上の自分の歯を有する市民の割合は横ばい

であるが、４０歳以上における自分の歯が１９歯以下の市民の割合は増加傾向で

ある。 

     

  

 

 

出典：（市）「京都市立幼稚園・学校」幼児・児童・生徒定期健康
診断集計表、（国）学校保健統計調査 

出典：（市）京都市歯科健診事業集計データ［質問票］、（国）国
民健康・栄養調査［質問票］ 

出典：（市）京都市歯科健診事業集計データ、（国）歯科疾患実態調査 

出典：（市）京都市歯科健診事業集計データ、（国）歯科疾患実態調査 

出典：（市）京都市歯科健診事業集計データ、（国）歯科疾患実態調査 
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○ 口腔機能 

 ・ ５０歳以上で咀嚼良好な市民の割合は横ばいである。 

    

  

● 障害児者・要介護高齢者等の配慮が必要な方 

   障害者（児）入所施設及び要介護高齢者入所施設（介護老人福祉施設、介護老人保

健施設）での定期的な歯科健診（年１回以上定期的に実施しており、過去１年以内に

実施した）の実施率は減少しており、特に障害者（児）入所施設ではコロナ禍の影響

が大きい。 

    

 

 

２ 取組の視点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 歯と口は、口腔の健康のみならず、全身の健康や食生活、社会生活に関わり、健

康で質の高い生活を営むための基礎的かつ重要な役割を担います。市民の皆様が生

涯にわたって、しっかりと噛んで食べ、笑顔で暮らせるよう、①口腔疾患の発症・

重症化予防、②口腔機能の育成・低下予防、③生涯を通じた口腔健康管理の推進、

を柱とし、ライフステージ等に応じた取組を中心に、生涯を通じた歯と口の健康づ

くりに取り組みます。 

出典：（市）市政総合アンケート、健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート 
   （国）国民健康・栄養調査［質問票］ 

出典：（市）事業アンケート、施設に対する歯科口腔保健アンケート、（国）厚生労働省科学研究報告 

＜令和５年度調査＞ 

・定期的に実施していたが、コロナ禍 

以降実施していない 20.0％ 

＜令和５年度調査＞ 

・定期的に実施していたが、コロナ禍 

以降実施していない 4.4％ 

対象：障害児入所施設、障害者支援施設 対象：介護老人福祉施設・地域密着型特別養護老人ホーム、 

介護老人保健施設、介護医療院・介護療養型医療施設 
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＜生涯を通じた歯と口の健康づくり（ライフステージに応じた取組を中心に）＞ 

ライフ 
ステージ 

年齢の 
目安 

❶口腔疾患の発症 
・重症化予防 ❷口腔機能の 

育成・低下予防 
障
害
児
者
・
要
介
護
高
齢
者
の
口
腔
健
康
管
理
の
推
進 

か
か
り
つ
け
歯
科
で
の
定
期
的
な
歯
科
健
診 

 
❸  
生 
涯 
を 
通 
じ 
た 
口 
腔 
健 
康 
管 
理 

（＊1） 
の 
推 
進 
 

むし歯 歯周病 

胎児期 
（ 妊 娠 期 ） 出生前 発症・重症化予防 

口腔環境の維持 － 

乳幼児期 ０～５歳 乳歯むし歯 － 健全な獲得 

学齢期 ６ ～ １ ７歳 ＋永久歯の
むし歯 歯肉炎予防 健全な育成 

青年期 １ ８ ～ ３ ９ 歳 
発症予防 
再発予防 

重症化予防 

歯肉炎予防 
歯周炎予防 

健全な育成 
維持向上 

壮年期 ４ ０ ～ ６ ４ 歳 歯周炎の重症
化予防 維持向上 

高齢期 ６ ５ ～ ７ ４ 歳 
７ ５ 歳 以上 

＋根面むし
歯 

歯周炎の重症
化予防 低下予防 

 

 

 

１ 口腔疾患の発症・重症化予防                       

  むし歯と歯周病は、歯の喪失の主な原因となる口腔疾患であり、その発症予防と重

症化予防は生涯を通じた歯と口の健康を考えるうえで基本かつ重要です。 

 

① むし歯の発症・重症化予防 

 ・ ライフステージに応じたむし歯予防の推進 

   生涯を通じて歯と口の健康を保つためには、子どもの頃に、むし歯予防等を図

り、歯と口の健全な育成を促すとともに、歯みがきや食生活などの歯と口の健康に

関する望ましい生活習慣を身につけることが重要です。コロナ禍の時期に３歳児

のむし歯罹患率が上昇するなどの傾向の変化も踏まえて、むし歯予防対策をより

一層推進していきます。 

くわえて、成人期以降のむし歯の発症や進行・再発、また高齢期の根面のむし歯

など、各年齢層の口腔の特性を踏まえてむし歯の発症・重症化予防に取り組む必要

があります。 

 ・ 子どもの歯と口の健康格差（多数歯う歯）の縮小 

   子どものむし歯罹患率は減少傾向にありますが、多数のむし歯のある子どもが

一定数います。ライフコースの入口である乳幼児期の多数歯にわたるむし歯（多数

歯う歯）は、子どもの歯と口の健康を損なうのみならず、その後の口腔疾患リスク

や口腔機能の育成等に影響します。生涯の歯と口の健康格差につながらないよう、

発達・成長に応じた歯と口の健康づくりに関する望ましい生活習慣を、家庭等が理

解し、子ども自身も身につけていけるよう取り組みます。 

＊1 歯科職種の関与の強い「口腔機能管理」に対して、「口腔衛生管理」とともに他職種も関与する「口腔ケア」を包含した広い概念として「口腔健

康管理」と定義した。（公益社団法人日本歯科医師会「2040 年を見据えた歯科ビジョン―令和における歯科医療の姿―」（2020 年 10 月）より） 



28 
 

② 歯周病の発症・重症化予防 

   歯周病は糖尿病をはじめ生活習慣病との関連が指摘されており、全身の健康への

影響が示唆されます。口腔のみならず全身の健康増進の観点から、成人期以降の歯

周病の発症予防・重症化予防のための取組を進めます。また、乳幼児期や学齢期の歯

肉炎にも着目する必要があります。 

 

 ③ 歯の喪失防止 

   むし歯や歯周病の発症予防・重症化予防を中心とした口腔疾患の予防に取り組む

ことで歯の喪失防止（８０２０(ハチマルニイマル)運動（＊２）の推進）・口腔機能

の維持向上や生活習慣病対策につなげ、健康寿命の延伸に寄与します。 

 

 ④ その他の口腔疾患の予防 

   口腔がんなどのむし歯や歯周病以外の口腔疾患や口腔の外傷予防等についても適

切な知識の普及に取り組みます。 

 

２ 口腔機能の育成・低下予防                          

  口の機能は、食べる、話す、笑う等の生活の基本とその質を支えます。生涯にわたる

生活の質を高めるためにも、歯の喪失防止（８０２０運動の推進）といった疾患予防の

観点からの取組を進めるとともに、歯・口腔の機能的な健康の推進といった観点から

も取組を進めます。 

 

① 口腔機能の健やかな育成 

乳幼児期や青少年期においては、生涯を通じた歯と口の健康の質を高めるために、

口腔機能の健やかな育成等に影響する口腔疾患や口腔習癖・食生活習慣などの適切な

知識の普及を図り、健やかに口腔機能を育みます。 

 

② 口腔機能の維持・向上、低下予防 

壮年期以降では口腔機能を維持し、高齢期には低下予防や回復・維持向上を図るこ

と（義歯等での対応も含む）が大切です。オーラルフレイル対策を推進し、口腔機能

の低下から低栄養などの全身への影響などにつながることを予防するためにも早期

からの対策に取り組みます。 

また口腔機能が低下した方や障害児者・要介護高齢者には、誤嚥性肺炎予防や安全

に食べることなどの観点も必要です。 

 

３ 生涯を通じた口腔健康管理の推進                     

① かかりつけ歯科での定期的な歯科健診 

 歯と口の健康のためには、自身のセルフケアが基本であり重要ですが、セルフケア

を専門的にフォローしてもらうため、歯科専門職によるケアがあわせて必要です。生
＊2 1989 年（平成元年）より厚生省（当時）と日本歯科医師会が推進している「80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう」という運動。

20 本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足することができるとされています。 
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涯を通じ、個人に応じた歯と口の健康管理を行うために、継続的に関わり、いつでも

相談に応じてくれる身近なかかりつけ歯科をもち、定期的な歯科健診を受けることを

推進します。 

   

  ② 障害児者・要介護高齢者等の口腔保健の推進 

   定期的な歯科健診等を受けることが困難な障害児者・要介護高齢者などの方の口

腔保健の向上に資する取組を推進します。 

 

 ③ 歯と口の健康づくりを推進するための環境づくり 

   その他、歯と口の健康づくりに関係する職種等への知識の普及、関係機関・団体等

との連携促進など、生涯を通じた口腔健康管理を支援するための環境づくりに取り

組みます。 

 
取組内容 

ライフステージに応じた歯と口の健康情報の発信、普及啓発 

・ 口腔疾患の発症と重症化予防（むし歯、歯周病、歯の喪失、口腔がん等） 

・ 口腔機能の育成・低下予防 

・ 生涯を通じた口腔健康管理の推進 等 

歯科健診・歯科相談の機会の提供 

・区役所等での歯科健診・歯科相談 

・医療機関での歯科健診（歯周疾患予防健診、７５歳お口の健診） 

【再掲】生涯を通じた口腔健康管理の推進 

むし歯予防のためのフッ化物応用の普及（フッ化物歯面塗布、集団フッ化物洗口等）  

児童・生徒の歯と口の健康づくりの推進 

歯周病と糖尿病をはじめとした歯と口の健康と生活習慣病等の関係を踏まえた取

組の推進 

地域におけるオーラルフレイル対策の普及啓発と地域歯科専門職との協働の推進 

【再掲】地域介護予防推進センター等における多職種連携によるフレイル（オー

ラルフレイル）予防・介護予防の推進 

【再掲】「運動」「栄養・口腔」「社会参加」の総合的な取組の普及によるフレイル

対策の推進 

障害児者・要介護高齢者への歯科健診の機会の提供等による口腔健康管理の推進 

障害児者・要介護高齢者を支える施設職員等への口腔ケアに関する知識や技術の

普及啓発 

食育・食支援・栄養改善の視点を踏まえた歯と口の健康づくりの推進 

災害時における歯科口腔保健の推進 

口腔保健支援センターによる地域の状況に応じた歯科口腔保健施策の推進 
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京都市食育推進計画 Ｐ●～● 

 

柱４ 
みんな※の協働による食育活動を通じた健康づくりの推進 

※地域、行政、関係機関など 

 
１ 食育分野における現状と課題 

  ● 市民の栄養・食習慣における課題 

○ ＢＭＩの状況 

    ・ 男性で４０歳代の３１．９％、５０歳代の２４．７％、６０歳代の３１．７％

が肥満である。 

    ・ ２０歳代の女性の２１．７％、３０歳代の女性の１７．５％がやせである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 

 

・ 高齢者（６５歳以上）の男性の１８．９％、女性の２５．１％が低栄養傾向で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和元・３・５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 



31 
 

○ 望ましい食習慣の実践状況 

    ・ ２０歳代で朝食をほとんど毎日食べる者の割合は５６．７％で他の世代より

低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【令和５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 

 

    ・ １日の野菜摂取量は、２３２．２g と、目標量の３５０g を下回っている。 

    ・ １日の食塩摂取量は、１０．６g と、目標とする７g（男性７．５g、女性６．

５g）未満を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和４年京都府民健康・栄養調査暫定値】 
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・  普段の生活で、「塩分を摂り過ぎない」、「野菜をたくさん食べる」、「食べ過ぎ

ない」ことを約４割の市民が、「取り組みたいが実行できない」又は「興味がな

くしていない」と回答した。また、約６割の市民が「ゆっくりよく噛んで食べ

る」ことについて「取り組みたいが実行できない」又は「興味がなくしていな

い」と回答した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 

 

● 生活スタイルの変化 

    新型コロナウイルス感染拡大に伴い、共食やボランティア活動の機会が減少した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【令和３・５年度 健康づくり・口腔保健・食育に関するアンケート】 

【平成３０年度～令和４年度 食育指導員活動報告書集計】 
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２ 取組の視点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 健康的な食生活の実践を目指した食育の推進                        

   市民一人ひとりが、自分や家族等の年齢やライフスタイル等に応じて望ましい食生

活を実践していけるよう、また、そうした取組が地域に広がっていくよう、乳幼児期

から高齢期まで、多世代にわたる切れ目のない、食育の推進に努めていきます。 
   また、生活習慣病の予防・重症化予防のほか、やせや低栄養の予防を通じた生活機

能の維持・向上の観点からも、市民の適切な栄養・食生活の改善を進めていくことが

重要であり、あらゆる機会を通じて栄養バランスに配慮した食生活の普及促進を図っ

ていきます。 
 

① ライフステージに応じた食育 

取組内容 
妊婦、乳幼児から高齢者までを対象とした食育教室・栄養相談等の実施 
大学等と連携した若い世代への食育の推進 
歯科口腔保健と連携した食育の取組 
保育・教育活動を通じた食育の推進 

 
② 生活習慣病・介護予防に向けた食育 

取組内容 
働き盛り世代への生活習慣病予防に向けた取組 
介護予防に向けた低栄養・オーラルフレイル予防のための取組 

 
③ 食育に関する正しい情報を入手・活用できる環境整備と周知啓発 

取組内容 
【再掲】健康に関する正しい情報を入手・活用できる環境整備と周知啓発 

食育月間や食生活改善普及運動の期間等と合わせた効果的な普及啓発 
 
 

自ら健全な食生活を実践できる人の取組を支援し更なる実践力を育むとともに、

食への関心が薄い人又は関心はあるが実践できない人も無理なく望ましい食行動

がとることができる環境づくりが必要です。 
また、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、在宅時間が増え、家族で

食を考える契機となり、家庭での食育の重要性が高まった側面があります。一方で、

地域の中では食を通じて人と人がつながりを深めることができない状況がしばら

く続き、市民の健康に少なからず影響を及ぼしたといえます。こうした状況から、

再び地域が主体となった食育活動が展開されるよう支援していきます。 
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２ 健康に配慮した食環境づくり                               

   自ら望ましい食生活を実践する人だけでなく、食生活の改善に関心の薄い人を含ん

だアプローチも重要となります。そのために、無理なく自然に望ましい食行動を取る

ことができるよう、市民の健康的な食を支える環境づくりを進めていきます。 
 

取組内容 
特定給食施設等への支援・指導 
事業者と連携した食環境整備 
食品表示制度の普及啓発 

 
３ 食生活を支える基盤となる分野の食育の推進                        

   京都には、長い歴史と四季折々の自然の中、世代を超えて育まれてきた食文化があ

ります。家庭の食卓で代々受け継がれてきた暦・年中行事に合わせた行事食や減塩の

効果が期待できる「だし」を基本とする料理等、京都の食文化の素晴らしさを継承し

ていくことが重要です。また、市民の食生活は、自然の恩恵の上に成り立っており、

それを持続可能なものとするためには、地産地消、環境にやさしい食品選択、食品ロ

スの削減等、食料の生産から消費等に至る食の循環が環境へ与える影響に配慮した取

組を推進する必要があります。こうした市民の食生活を支える基盤となる分野におい

ても、関係機関・団体等と積極的に連携し、食育を推進していきます。 
 

取組内容 
【再掲】「京の食文化」の普及促進を通じた健康づくり 
地元産物の理解の促進と地産地消の推進 
環境にやさしい食育の推進 
食育と連携した食の安全安心施策の推進 

 
４ 地域が主体となった食育活動の推進                            

   食育を市民運動として展開していくためには、「食育指導員」をはじめ食育活動の担

い手となる人々が果たす役割は大変重要です。このため、地域で活躍する食育に関わ

る人々が、積極的に活動できるよう、専門職種の資質向上やボランティアへの活動支

援の充実に努め、地域が主体となった食育活動の推進を図ります。 
 

取組内容 
【再掲】健康づくりの担い手として活動される市民ボランティアの育成と活動支

援 
市内給食施設への情報提供・支援 
家庭・地域との連携による食育の推進 
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第７章 推進体制 

 

 以下の組織が一体となり、「健康長寿のまち・京都」の取組を推進してまいります。 

 

 １ 健康長寿のまち・京都市民会議（※） 

 京都の市民力・地域力を結集させ、市民ぐるみで健康長寿のまち・京都の取組を推進

します。 
 
 

 

 

 ２ 健康長寿のまち・京都庁内推進本部（※） 

   各局区等の取組の連携により、市民の健康づくりを支える環境づくりを推進します。 
 
 
 
 
 
 ３ 京都市民健康づくり推進会議（※） 

   専門的な見地等から京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プランの進捗状況を点検

し、推進します。 
 

  
 
 

 

 

  

※ 学識経験者、市民委員、地域、保育・教育機関、民間企業・職場、保健医療機関等の約４０

の関係機関で構成し、京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プランの進捗管理等を行う。 

※ 京都ならではの取組や強みを活かした健康づくりを進め、「歩くまち」、「生涯スポーツ」、「地

域づくり」、「ボランティア活動」など、「健康づくり」をキーワードに本市の関係施策を融合し、

全庁を挙げて健康寿命の延伸に向けた取組を推進する。 

※ 京都の市民力・地域力を結集させ、１２２の幅広い市民団体（令和５年１０月現在）、関係機

関、民間企業等の参画の下、市民ぐるみで健康づくりを推進する。 
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参考 市民の健康づくりの状況を確認する数値 
 
 

 
 
  

資料５－４へ 
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参考資料 

 
 京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プランの主な策定経過 
 京都市民健康づくり推進会議構成団体名簿 
 健康長寿のまち・京都市民会議団体一覧 
 
 （作成中） 

 


